
 

 
県人事委員会は１０／１０、県職員の月給と期末・勤勉手当（ボーナス）の改定を２年ぶりに見送

り、現行水準に据え置くよう知事と県議会議長に報告・勧告しました。 
県は一般職で４％の給与カットを実施していますが、同委員会は「臨時的な特例措置」と判断。    

カットしなかった場合の支給額を基礎に検討した結果、民間企業との格差はほとんどなったため、改

定見送りが適切としました。 
 
 
 
 
 １年間の給与総額が確定する年末（１２月給料日）にその年に納めるべき税額（年税額）を正しく

計算し、その時までに徴収した税額との過不足を求め、その差額を徴収又は還付して清算する手続が

「年末調整」です。 
＊ 扶養控除等（異動）申告書について 
１．年中途で被扶養者がアルバイト（給与所得該当）に就いたような情報は、速やかに事務職員に知

らせて下さい。 
２． 扶養親族を配偶者と分けている人は必ずＤ欄に記入し、配偶者の勤務先も欄外に記入して下さい。 
３．自分には扶養親族は無でも配偶者の扶養親族が有の場合は、必ずＤ欄を記入して下さい。 
 
＊ 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書について  
１．生命保険料控除で給与天引きされている保険（団体扱）は、証明書の添付は不要です。 
２．個人年金保険料控除は、年金の支払開始年月日を記入して下さい。 
３．地震保険料控除で、1 枚の証明書で地震保険料と旧長期損害保険料の選択をする場合は、控除の

多い方をお選び下さい。 
４．社会保険料控除で子どもの国民年金保険料を申告する場合は、控除証明書を必ず申告書裏面に貼

付して下さい。                   （証明書はすべて裏面に添付です！）  
 
＊ 住宅借入金等特別控除について 

１年目は各自が確定申告をし、２年目から所属での処理になります。 
 

＊ 医療費控除、寄付金控除、雑損控除、などは確定申告することとなっています！！ 
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秋も深まり、今年もまた来年度の町当初予算の編成時期となりました。 

各学校では要求事項の検討と準備を始めています。 
 今年度より修繕費は学校に予算の一部を配当し、大規模な修繕・工事は教育委員会が対応すること

になりました。すでに第３号でお知らせしたとおり各学校とも８月１９日に施設視察が終わり、小・

中学校別に教育委員会で修繕・工事箇所の優先順位が決定されています。 
しかし、それ以外で最近発生した施設の危険箇所修繕や大型備品の修繕・点検調整については早急

に把握する必要がありますので、是非今回の要望事項としてとりあげていただきたいのです。 
また、来年度に使用する教材備品等についても早期購入ができるように教科主任を中心にして購入

計画を立ててくださるようお願いします。そのほかのいろいろな予算の要望事項については、各学校

の事務職員がとりまとめをしておりますのでお知らせください。 
 当初予算編成は学校が１年間予算執行をしていくための基礎となる大切なものです。白石町の全児

童・生徒のために現時点で予見できることはできる限り当初予算に反映されたものとなるよう教職員

皆さんのご協力をお願いいたします。 
 
 

 
昨今新聞を賑わせている年金問題ですが、社会保険庁から該当者に「ねんきん特別便」として個人

宛の封書で送付されて来ています。今回は該当者に社会保険庁で把握している年金の加入記録を知ら

せ、記録の「もれ」や「間違い」がないかを確認するためのものです。 
６月に公立学校共済組合から送付された「公務員ねんきん特別便」と、今回、社会保険庁が送付す

る「ねんきん特別便」とが異なる場合でも「公務員ねんきん特別便」の年金記録に誤りがなければ共

済組合員期間の将来の年金裁定には影響はありません。共済組合員期間に「もれ」や「間違い」があ

った場合でも、訂正せずに回答してください。 
今回は共済組合員期間以外の国民年金、厚生年金保険、船員保険の期間について「もれ」や「間違

い」があった場合に回答票に「ある」と回答してください。 
「年金加入記録回答票」に必要事項を記入し、「年金加入記録回答票返信用封筒」（返信用封筒の裏

面には必ず、住所、氏名を記入すること）を使用して、各校事務職員に提出してください。それから

今回「ねんきん特別便」の届いていない組合員の方は、管轄の社会保険事務所にご照会いただくよう

お願いいたします。 
 

◎「ねんきん特別便」の記載内容に関する問い合わせ先 
「ねんきん特別便専用ダイヤル」      ０５７０－０５８－５５５ 

◎ 年金に関する一般的な問い合わせ先    ０５７０－０５－１１６５ 
 

★共同実施だより『しろいし』は Web でもご覧になれます。 
http://shiroishijimu.blog17.fc2.com/ ←アクセスお待ちしております。 


